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◆投票日　４月２４日㈰　 ７：００～１９：００※にかほ第７投票区（釜ケ台）は１８：００まで

◆開票日　４月２４日㈰　２０：００～　象潟公民館　大ホール

◆告示日　４月１７日㈰

◆期日前投票　４月１８日㈪～２３日㈯ ８：３０～２０：００　仁賀保公民館、金浦庁舎、象潟庁舎

◆選挙人名簿

　　選挙人名簿は、登録基準日で作成されます。今回のにかほ市議会議員一般選挙の登録基準日は、告

　示日前日の４月１６日㈯になります。

◆立候補予定者説明会　　　　３月１９日㈯ 　　　  ９：３０～ 象潟庁舎　大会議室
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※１候補者につき２人以内

◆立候補届出書類等事前審査 ４月 ６日㈬、７日㈭   ９：３０～　象潟庁舎　大会議室

◆立候補届出（告示日）　　 ４月１７日㈰　 ８：３０～１０：３０　象潟庁舎　大会議室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０：３０～１７：００　象潟庁舎　選挙管理委員会事務局

◇転入した方…令和４年１月１６日以前に転入された方は、選挙人名簿に登録されます。

　　　　　　　

◇転出した方…令和３年１２月１５日以前ににかほ市から転出した方は、選挙人名簿から抹消されます。

　　　　　　　

　　　　　　　令和３年１２月１６日以降に転出した方も、転出した時点（転出異動日）で失権し、今

　　　　　　　回のにかほ市議会議員一般選挙で投票することはできません。

◇年齢…年齢は選挙期日が基準日となり、選挙当日に１８歳に達していれば投票することができます。
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